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は
じ
め
に

毎
年
中
国
の
長
者
番
付
《
胡
潤
百
富
榜
》
が
発
表
さ
れ
る
。
胡
潤
百
富
榜
は
中
国
富
豪
企
業
家
の
変
遷
を
追
跡
し
た
権
威
の
あ
る
記
録

と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
出
身
の
英
国
公
認
会
計
士
のR

uper H
oogew

erf

（
中
国
名
：
胡
潤
）
が
創
始
者
で
一
九
九
九

年
か
ら
発
表
し
て
い
る
。

た
だ
こ
れ
は
企
業
家
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
あ
り
、
企
業
家
で
な
い
資
産
家
や
闇
の
資
産
や
収
入
を
有
す
る
者
は
も
と
も
と
番
付
に
掲
載
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
欧
米
や
日
本
な
ど
で
も
同
様
な
こ
と
は
い
え
る
が
、
そ
れ
で
も
税
制
の
違
い
で
中
国
と
比
べ
れ
ば
資
産
の
把
握
精
度

は
高
い
。
反
対
に
闇
の
資
産
家
が
多
い
中
国
で
は
企
業
家
で
な
け
れ
ば
ラ
ン
キ
ン
グ
に
登
場
し
な
い
。

そ
れ
で
も
富
豪
企
業
家
の
変
遷
か
ら
中
国
の
富
豪
の
特
色
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
一
一
年
九
月
九
日
発
表
さ
れ
た

五
一
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《
二
〇
一
一
胡
潤
百
富
榜
》
に
よ
る
と
、
二
〇
一
一
年
時
点
で
資
産
が
一
〇
億
ド
ル
超
の
富
豪
は
前
年
の
一
八
九
人
か
ら
六
五
人
増
え
て

二
五
四
人
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
二
〇
一
一
年
の
第
一
位
は
建
設
機
械
の
「
三
一
集
団
」
会
長
の
梁
穏
根
（
五
五
歳
）
で
、
そ
の
資
産

は
七
〇
〇
億
元
（
約
八
五
〇
〇
億
円
）、
同
氏
は
二
〇
一
〇
年
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
同
三
七
〇
億
元
（
約
四
五
〇
〇
億
円
）
で
第
四
位
で
あ
っ
た

（
1
）

。

ま
た
上
位
一
〇
人
中
五
人
が
不
動
産
業
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
富
豪
上
位
一
〇
〇
〇
人
に
ラ
ン
キ
ン
グ
入
り
し
た
者
の
富
の
源

泉
を
業
種
別
に
み
る
と
、
二
三
・
五
％
が
不
動
産
業
で
あ
る
。
中
国
で
は
資
産
を
形
成
す
る
の
に
不
動
産
が
一
番
で
あ
る
こ
と
が
如
実
に

示
さ
れ
て
い
る

（
2
）

。

さ
て
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
企
業
家
の
黄
光
裕
は
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
七
日
発
表
の
同
じ
中
国
長
者
番
付
《
二
〇
〇
八
胡
潤
百
富
榜
》
で

ト
ッ
プ
に
な
っ
た
企
業
家
で
あ
る
。
当
時
三
九
歳
の
黄
は
二
〇
〇
四
、
二
〇
〇
五
年
と
あ
わ
せ
て
こ
れ
で
三
回
、
中
国
長
者
番
付
で
ト
ッ

プ
に
な
っ
た
。
胡
潤
百
富
の
一
〇
年
の
歴
史
で
黄
以
外
で
は
三
度
ト
ッ
プ
は
荣
智
健
（
元
国
家
副
主
席
・
荣
毅
仁
の
子
）
だ
け
で
あ
る

（
3
）

。

彼
の
事
業
内
容
と
し
て
は
家
電
小
売
り
、
不
動
産
、
投
資
の
三
事
業
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
事
業
構
成
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
後
述

す
る
よ
う
に
実
は
不
動
産
事
業
が
中
核
と
い
っ
て
も
よ
い
。
土
地
を
取
得
し
商
業
店
舗
を
開
設
し
家
電
メ
ー
カ
ー
に
出
店
さ
せ
店
舗
賃
料

を
得
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
あ
る
。
わ
ず
か
一
〇
年
余
り
で
巨
万
の
富
を
蓄
積
し
中
国
富
豪
の
ト
ッ
プ
に
仲
間
入
り
し
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
不
動
産
が
蓄
財
の
源
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
中
国
が
社
会
主
義
国
で
あ
り
土
地
が

国
有
資
産
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
不
動
産
業
者
が
財
を
容
易
に
形
成
で
き
る
の
は
国
有
資
産
で
あ
る
土
地
を
廉
価
で
購
入

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
国
有
資
産
を
管
理
し
て
い
る
の
は
官
員
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
不
動
産
業
者
が
利
益
を
あ
げ
る
た
め
に
は
国
有
資

産
の
管
理
権
限
を
有
す
る
官
員
と
関
係
を
む
す
ぶ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
関
係
を
結
ぶ
た
め
に
は
そ
の
た
め
の
投
資
も
必
要
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
投
資
関
係
」（taozi guanxi

、
関
係
へ
の
投
資
な
い
し
関
係
に
投
資
す
る
の
意
味
）
で
あ
る
。
関
係
さ
え
で
き
れ
ば
取
得
す
る
国
有
資

五
一
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
〇
八
）

産
を
担
保
に
銀
行
か
ら
資
金
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
銀
行
の
融
資
権
限
を
有
す
る
者
も
官
員
や
不
動
産
業
者
と
一
蓮
托
生
の
関

係
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
彼
ら
も
官
員
と
と
も
に
開
発
会
社
の
役
員
に
就
任
し
そ
の
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
う
し
た
富
豪
ら

が
莫
大
な
富
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
は
前
記
の
長
者
番
付
を
発
表
す
る
同
じ
胡
潤
研
究
院
の
《
二
〇
一
二
中
国
千
万
富
豪
品
牌
倾
向
报

告
》
か
ら
、
富
豪
の
豪
奢
な
生
活
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

（
4
）

。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
富
豪
の
な
か
で
中
国
か
ら
逃
げ
出
し
て
行
く
者
が

少
な
く
な
い
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
富
豪
が
海
外
移
民
を
希
望
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
5
）

。

も
っ
と
も
外
国
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
取
得
し
て
も
中
国
国
内
で
事
業
活
動
は
続
け
る
。
ま
た
家
族
を
先
に
海
外
に
移
民
さ
せ
て
単
身
で
中

国
国
内
で
事
業
を
続
け
る
者
も
多
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
上
記
の
胡
潤
も
分
析
し
て
い
る
。
海
外
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
保
有
し
家
族
を
海

外
に
居
住
さ
せ
る
こ
と
で
自
分
と
家
族
の
行
く
末
の
安
全
に
保
険
を
か
け
て
い
る
と
い
え
る
。
い
ざ
と
い
う
時
に
す
ぐ
海
外
に
逃
れ
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
彼
ら
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
慎
重
な
の
か
？
中
国
は
奇
跡
と
も
い
え
る
高
成
長
を
達
成
し
た
。
経
済
全
体

の
な
か
で
民
営
経
済
の
ウ
ェ
イ
ト
も
高
い
。
民
営
企
業
の
事
業
家
と
し
て
公
益
に
も
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
自
負
が
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な

半
身
の
姿
勢
は
と
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
外
国
人
に
は
な
か
な
か
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
少
な
く
と
も
欧
米

社
会
と
同
様
な
企
業
家
文
化
や
企
業
家
倫
理
が
未
だ
確
立
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

中
国
企
業
家
に
と
っ
て
中
国
が
蓄
財
の
天
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
富
豪
が
海
外
移
民
を
希
望
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う

か
？
経
済
の
繁
栄
に
も
か
か
わ
ら
ず
必
ず
し
も
治
安
が
よ
く
な
い
こ
と
、
深
刻
な
環
境
汚
染
、
食
の
安
全
問
題
、
そ
し
て
モ
ラ
ル
の
低
下

な
ど
の
一
般
的
な
社
会
環
境
的
要
因
も
軽
視
で
き
な
い
要
因
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
ら
は
最
も
重
要
な
動
機
と
は
思
え
な
い
。
事
業
家
に

と
っ
て
は
私
有
権
の
安
全
が
充
分
保
障
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
法
や
行
政
の
恣
意
的
な
運
用
に
よ
り
企
業
が
不
当
な
不
利
益
や
損
害
を
受

け
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
な
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
蓄
財
し
た
財
産
を
没
収
さ
れ
莫
大
な

五
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罰
金
を
課
さ
れ
刑
事
罰
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
本
稿
で
分
析
す
る
黄
光
裕
と
同
様
に
多
く
の
富
豪
が
獄
門
に
下
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
現
実
が
移
民
希
望
の
重
要
な
理
由
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

二
〇
一
〇
年
末
、
上
記
の
民
間
企
業
創
業
者
で
大
富
豪
の
黄
光
裕
が
逮
捕
さ
れ
た
。「
内
幕
交
易
」（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
）
と
商
業
賄
賂

に
該
当
す
る
容
疑
で
あ
る
。
黄
は
立
志
伝
中
の
人
物
で
あ
り
、
黄
が
逮
捕
さ
れ
た
事
件
以
前
に
も
以
後
に
も
、
黄
本
人
と
黄
事
件
に
関
し

て
伝
記
の
み
な
ら
ず
黄
の
経
営
手
法
と
事
件
に
関
連
し
た
数
多
く
の
評
論
、
記
事
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
本
論
稿
中
紹
介
検
討
し
た
の
は

最
新
の
論
文
、
記
事
で
そ
れ
以
外
の
多
数
の
参
照
し
た
書
籍
、
論
文
、
記
事
の
う
ち
論
文
末
に
重
要
な
単
行
本
の
み
参
照
文
献
と
し
て
掲

載
し
た
。

本
稿
で
は
こ
の
事
件
と
背
景
の
分
析
を
つ
う
じ
て
中
国
独
特
の
経
営
と
社
会
の
関
係
、
ま
た
事
件
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
中
国
独
特
の
官

と
民
の
関
係
に
由
来
す
る
腐
敗
の
構
造
の
一
端
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
強
力
な
権
力
の
存
在
と
表
裏
一
体
の
中
国
企
業
家
の
拝
金
主
義
と

そ
の
不
安
の
背
景
を
分
析
紹
介
し
中
国
企
業
家
の
拝
金
主
義
傾
向
と
不
安
の
共
存
す
る
企
業
家
文
化
の
脆
弱
な
一
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

Ｉ
．
国
美
電
気
創
業
者
黄
光
裕
の
逮
捕
と
黄
光
裕
事
件
の
概
要

1
．
国
美
電
気
創
業
者
黄
光
裕
の
逮
捕

二
〇
一
〇
年
五
月
一
九
日
付
の
中
国
紙
、『
二
一
世
紀
経
済
報
道
』
な
ど
に
よ
る
と
、
北
京
市
第
二
中
級
人
民
法
院
（
地
裁
）
は
一
八

日
、
贈
賄
な
ど
の
罪
に
問
わ
れ
て
い
た
中
国
き
っ
て
の
富
豪
で
家
電
量
販
チ
ェ
ー
ン
大
手
、
国
美
電
器
の
創
業
者
・
黄
光
裕
被
告

（
四
一
）
に
対
し
、
懲
役
一
四
年
と
合
計
八
億
元
（
約
一
〇
八
億
円
）
の
罰
金
・
財
産
没
収
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
黄
被
告
は
税
務
捜
査

に
か
ら
み
公
安
や
税
務
当
局
の
幹
部
ら
に
会
社
ぐ
る
み
で
約
四
六
〇
万
元
（
約
六
二
〇
〇
万
円
）
相
当
を
贈
っ
た
ほ
か
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

五
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引
や
違
法
な
外
貨
取
引
の
罪
に
も
問
わ
れ
た
。

黄
被
告
は
広
東
省
を
中
心
に
家
電
販
売
で
従
業
員
二
〇
万
人
を
抱
え
る
グ
ル
ー
プ
を
築
き
上
げ
、
事
件
発
覚
前
の
二
〇
〇
八
年
一
〇
月

に
は
個
人
資
産
が
総
額
四
三
〇
億
元
（
約
五
八
〇
〇
億
円
）
に
の
ぼ
る
中
国
一
の
富
豪
で
あ
る

（
6
）

。

判
決
に
先
ん
じ
て
以
下
の
嫌
疑
で
検
察
の
捜
査
を
受
け
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

◆
国
美
電
器
の
香
港
上
場
に
便
宜
を
図
る
た
め
の
贈
賄

◆
永
楽
電
器
を
買
収
し
た
際
の
贈
賄

◆
地
下
銀
行
を
通
じ
た
海
外
へ
の
資
産
移
動

◆
中
国
本
土
上
場
企
業
複
数
社
の
株
価
操
作

◆
海
外
ペ
ー
パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
へ
の
資
産
注
入
に
よ
る
脱
税

そ
し
て
、
黄
光
裕
の
逮
捕
に
続
き
、
二
〇
〇
九
年
、
上
海
市
公
安
局
前
副
局
長
の
朱
影
が
拘
留
さ
れ
た
。
朱
影
は
公
安
局
副
局
長
と
し

て
経
済
事
件
の
捜
査
を
担
当
し
た
際
、
黄
光
裕
に
便
宜
を
は
か
っ
た
容
疑
を
追
及
さ
れ
た
。
ま
た
中
国
公
安
部
部
長
補
佐
（
副
大
臣
相
当
）

の
鄭
少
東
ら
が
捜
査
、
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
ほ
か
、
さ
ら
に
鄭
に
関
連
し
て
広
東
公
安
庁
庁
長
を
務
め
た
広
東
省
政
治
協
商
会
議
主
席

の
陳
紹
基
、
元
共
産
党
広
東
省
紀
律
検
査
委
員
会
書
記
を
務
め
た
浙
江
省
紀
律
検
査
委
員
会
書
記
の
王
華
元
も
拘
留
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

以
上
の
鄭
、
陳
、
そ
し
て
王
は
収
賄
罪
で
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
。
以
上
の
経
過
を
整
理
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

五
一
八



中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
（
簗
場
）

（
九
一
一
）

二
〇
〇
八
年

　

一
一
月
二
二
日
、
中
国
家
電
販
売
大
手
「
国
美
集
団
」
の
黄
光
裕
主
席
が
贈
賄
容
疑
な
ど
で
拘
束
さ
れ
る
。

二
〇
〇
九
年

　

鄭
少
東
・
公
安
副
部
長
、
陳
紹
基
・
広
東
省
政
治
協
商
会
議
主
席
、
そ
し
て
王
華
元
・
同
省
党
規
律
検
査
委
書
記
ら
が
不
正
の
疑
い

で
拘
束
さ
れ
た
。

二
〇
一
〇
年　

　

鄭
、
陳
そ
し
て
王
は
そ
れ
ぞ
れ
執
行
猶
予
二
年
付
の
死
刑
の
判
決
を
受
け
た
。

2
．
黄
事
件
の
概
要
と
経
過

黄
光
裕
の
逮
捕
を
契
機
に
千
名
あ
ま
り
の
官
員
が
捜
査
対
象
と
な
っ
た
大
事
件
で
あ
っ
た
。
警
察
の
黄
光
裕
の
拘
留
容
疑
は
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
。
検
察
移
送
後
の
罪
状
は
中
国
語
表
記
で
「
内
幕
交
易
」（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
）
と
「
非
法
経
営
」（
不
正
経
営
）
で
あ
る
。
数
ヶ

月
の
間
、
こ
の
容
疑
で
捜
査
を
進
め
た
。
以
下
判
決
文
章
か
ら
黄
の
罪
状
、
事
件
の
経
過
を
最
も
詳
し
く
伝
え
る
『
刑
事
弁
護
』（
中
国

語
）
の
掲
載
記
事
か
ら
そ
の
重
点
を
紹
介
し
た
。
日
本
語
と
し
て
理
解
の
た
め
適
宜
加
筆
し
た
。
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

黄
事
件
の
経
過

◆
一
三
億
元
の
株
購
入

二
〇
〇
六
年
、
上
場
企
業
「
中
関
村
科
技
」（
中
国
語
表
記
で
は
「
中
关
村
科
技
」、
以
下
中
関
村
と
略
称
）
に
出
資
。五

一
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
一
二
）

中
関
村
の
改
組
中
に
黄
は
内
部
人
員
で
あ
る
身
分
を
隠
し
、
改
組
の
内
部
情
報
を
取
得
し
中
関
村
の
株
式
を
大
量
に
購
入
し
た
。

二
〇
〇
七
年
七
月
よ
り
黄
は
中
関
村
董
事
長
・
許
钟
民
と
共
謀
し
、
中
関
村
と
鵬
潤
房
地
産
が
進
め
て
い
る
資
産
改
組
の
内
部
情
報
を

利
用
し
て
、
中
関
村
の
株
式
を
購
入
。

黄
は
手
下
を
指
図
し
て
八
〇
以
上
の
株
式
口
座
を
開
設
し
、
妻
の
杜
鹃
が
株
式
売
買
の
責
任
を
負
い
多
く
の
株
価
操
縦
人
を
指
揮
し
、

合
計
一
億
株
余
り
の
株
式
を
買
い
進
み
成
約
額
は
一
三
億
を
超
え
た
。

◆
相
懐
珠
が
購
入

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
で
唯
一
嫌
疑
を
受
け
た
官
員
は
公
安
部
経
偵
局
副
局
長
兼
北
京
直
属
総
隊
総
隊
長
・
相
懐
珠
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
、
黄
ら
が
中
関
村
の
株
式
（
購
入
）
を
手
配
す
る
時
、
相
も
内
部
情
報
を
取
得
し
、
一
〇
〇
万
元
余
り
の
資
金
を
用
い
て

毎
一
四
元
で
購
入
し
た
。

◆
黒
銭
（
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ネ
ー
）
の
利
用
、
不
正
送
金

黄
の
売
買
資
金
は
香
港
マ
カ
オ
の
賭
博
界
大
物
・
連
超
の
地
下
銀
行
を
つ
う
じ
て
送
金
し
た
も
の
、
こ
れ
が
黄
の
も
う
一
つ
の
起
訴
理

由
│
「
非
法
経
営
」
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
黄
は
…
（
中
略
）
…
連
兄
弟
を
つ
う
じ
て
巨
額
の
香
港
資
金
を
内
地
に
送
金
し
、
そ
れ
を
北
京
の
多
く
の
会
社
に
集
め
た
。

…
（
中
略
）
…
一
年
あ
ま
り
の
間
に
二
〇
億
を
超
え
る
香
港
資
金
を
人
民
元
に
換
金
し
、
さ
ら
に
一
〇
億
人
民
元
を
香
港
元
に
兌
換
し
送

金
し
た
。

五
二
〇



中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
（
簗
場
）

（
九
一
三
）

◆
套
牢
（
塩
漬
け
の
意
味
）

Ａ
株
暴
落
、
保
持

株
価
暴
落
の
結
果
大
多
数
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
こ
と
な
り
少
し
も
利
益
を
得
て
い
な
い
。
二
〇
〇
八
年
、
中
関
村
董
事
会
が
中
関

村
改
組
計
画
の
放
棄
を
発
表
し
た
時
、
株
価
は
わ
ず
か
五
元
に
暴
落
し
た
。
…
（
中
略
）
…
逮
捕
時
も
株
を
保
有
し
て
い
る
。

◆
証
券
監
督
管
理
委
員
会
（
証
監
会
）
が
異
常
を
調
査

す
で
に
二
〇
〇
八
年
四
月
、
証
監
会
は
中
関
村
の
異
常
な
株
式
取
引
に
つ
い
て
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
…
（
中
略
）
…
証
監
会
に

よ
れ
ば
中
関
村
株
式
操
作
が
疑
わ
れ
る
多
く
の
取
引
口
座
が
発
見
さ
れ
た
。
し
か
も
資
金
量
も
巨
大
で
同
一
時
点
に
投
入
さ
れ
て
い
る
。

多
数
の
口
座
が
短
時
間
に
身
分
証
を
利
用
し
て
開
設
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
資
金
の
出
所
が
香
港
の
地
下
銀
行
と
関
係
が
あ
っ
た
。
そ
し
て

調
査
の
結
果
、
口
座
資
金
の
流
れ
先
と
し
て
黄
光
裕
の
会
社
が
確
認
さ
れ
た
。
八
月
、
黄
の
手
下
の
曹
の
調
査
を
始
め
た
。

◆
割
肉
（
損
切
り
の
意
味
）

逮
捕
時
す
で
に
損
切
り
状
態

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
、
証
監
会
が
本
件
調
査
を
公
安
部
（
警
察
）
に
移
管
。「
央
行
反
洗
銭
処
」（
中
央
贈
収
賄
反
資
金
洗
浄
所
）、「
反
洗

銭
監
測
中
心
」（
反
資
金
洗
浄
監
視
セ
ン
タ
ー
）
そ
し
て
「
国
家
外
国
為
替
管
理
局
」
が
黄
光
裕
の
外
国
為
替
の
不
正
な
兌
換
状
況
を
掌
握

し
北
京
公
安
局
に
報
告
し
た
。

逮
捕
時
、
黄
光
裕
は
ま
だ
中
関
村
株
を
投
げ
売
り
し
て
お
り
、
ま
た
手
元
に
株
が
残
っ
て
い
る
が
株
価
は
わ
ず
か
二
元
に
。

五
二
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
一
四
）

◆
妻
逃
亡
、
鄭
少
東
が
逃
亡
幇
助

黄
光
裕
の
逮
捕
直
前
、
妻
の
杜
鹃
が
逃
亡
し
た
こ
と
か
ら
警
察
内
部
の
通
報
者
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
前
出
（
筆
者
）
の
公
安
部
の

鄭
、
相
に
捜
査
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

鄭
よ
り
先
に
地
下
銀
行
の
前
出
（
筆
者
）
の
連
超
が
逮
捕
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
ル
ー
ト
か
ら
捜
査
は
鄭
に
波
及
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
事
件
は
以
外
に
も
大
転
換
、
以
後
多
く
の
高
官
と
警
察
の
要
員
が
相
次
い
で
捜
査
さ
れ
失
墜
し
た
。

◆
起
訴

大
物
弁
護
士
と
著
名
検
察
官
が
法
廷
で
対
峙
。

◆
関
係
網
の
存
在

事
件
の
捜
査
を
契
機
に
黄
と
鄭
少
東
の
緊
密
な
関
係
の
由
来
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
二
〇
〇
六
年
、
黄
兄
弟
が
関
与
し
た
中

国
銀
行
北
京
支
店
不
正
融
資
事
件
で
兄
弟
は
調
査
を
受
け
た
が
、
黄
は
同
郷
の
当
時
公
安
部
経
済
犯
罪
偵
察
局
局
長
の
鄭
少
東
に
会
い
収

拾
を
依
頼
す
る
。
鄭
は
部
下
の
副
局
長
・
相
懐
珠
に
も
み
消
し
を
命
じ
る
。
黄
兄
弟
は
こ
の
結
果
、
罪
を
免
れ
た
の
で
あ
る

（
7
）

。

以
上
が
経
過
で
あ
る
が
、
黄
光
裕
事
件
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
犯
罪
事
実
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
会
社
幹
部
で
あ
る
董
事
長
と
黄
自

ら
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
指
揮
し
、
黄
夫
婦
は
夫
唱
婦
随
で
株
価
操
縦
を
お
こ
な
っ
た
。
売
買
資
金
は
地
下
銀
行
を
つ
う
じ
て
入
手
し
た

闇
資
金
で
あ
り
不
正
に
兌
換
送
金
さ
れ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ネ
ー
が
暗
躍
す
る
投
機
化
・
バ
ブ
ル
化
し
た
証
券
市
場
を
象
徴
す
る
事
件
で

五
二
二



中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
（
簗
場
）

（
九
一
五
）

あ
っ
た
と
い
え
る
。
黄
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
で
あ
り
な
が
ら
株
式
売
買
取
引
で
失
敗
し
て
い
る
こ
と
は
若
干
奇
異
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
不

問
に
し
て
も
事
件
の
捜
索
を
契
機
に
官
員
の
関
与
が
明
白
に
な
り
千
名
あ
ま
り
の
各
級
官
員
に
捜
査
が
及
ん
だ
。
た
だ
立
件
さ
れ
た
者
は

わ
ず
か
四
人
に
す
ぎ
な
い
の
は
疑
問
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

Ⅱ
．
黄
光
裕
と
事
件
の
意
味

黄
氏
の
成
功
と
挫
折
の
物
語
は
中
国
の
改
革
開
放
後
の
経
済
の
高
成
長
と
中
国
資
本
家
の
成
功
物
語
の
表
徴
で
あ
る
と
同
時
に
中
国
資

本
家
の
哀
歌
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

1
．
黄
光
裕
と
国
美
の
発
展

黄
の
生
い
立
ち
、
そ
し
て
成
功
物
語
に
つ
い
て
は
伝
記
や
多
数
の
雑
誌
や
ネ
ッ
ト
の
記
事
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
く
は
大
同

小
異
で
あ
る
が
、
中
国
ネ
ッ
ト
の
『
網
易
』（
中
国
語
表
記
は
『
网
易
』）
や
『
三
聯
生
活
週
刊
』（
中
国
語
表
記
は
『
三
联
生
活
周
刊
』）
が
詳

し
い
。
以
下
そ
の
要
約
で
あ
る

（
8
）

。

一
九
六
九
年
黄
光
裕
は
、
広
東
省
の
汕
頭
市
・
鳳
壺
村
に
生
ま
れ
た
。
家
族
は
両
親
と
四
人
の
子
供
を
含
む
六
人
家
族
。
と
に
か
く
貧

乏
だ
っ
た
。
家
計
を
支
え
る
た
め
、
長
男
の
黄
俊
欽
と
次
男
の
黄
光
裕
は
、
町
に
出
て
は
古
本
な
ど
を
売
り
わ
ず
か
な
金
を
稼
い
だ
。

一
六
歳
の
時
に
広
東
で
仕
入
れ
た
電
気
製
品
を
内
蒙
古
ま
で
運
ん
で
売
る
担
ぎ
屋
を
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
黄
光
裕
と
兄
は

一
九
八
七
年
一
月
一
日
、
持
っ
て
い
た
四
〇
〇
〇
元
と
借
用
し
た
三
万
元
の
資
金
で
北
京
市
の
天
安
門
近
く
に
わ
ず
か
一
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
の
小
さ
な
店
を
構
え
て
開
業
し
た
。
こ
れ
が
、
二
〇
年
後
に
天
下
に
名
を
馳
せ
る
こ
と
に
な
る
国
美
電
器
の
原
点
で
あ
る
。

五
二
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
一
六
）

（
国
美
の
発
展
と
組
織
）

国
美
の
発
展
と
組
織
に
つ
い
て
も
『
三
聯
生
活
週
刊
』
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
国
美
電
器
は
他
社
に
先
駆
け
て
一
九
九
〇
年
、
広

東
の
メ
ー
カ
ー
か
ら
直
接
買
い
付
け
販
売
を
開
始
し
た
。
そ
の
分
、
仕
入
れ
原
価
を
引
き
下
げ
消
費
者
に
安
く
提
供
し
た
。
九
九
年
に
は

全
国
チ
ェ
ー
ン
展
開
を
開
始
し
、
テ
レ
ビ
や
洗
濯
機
、
冷
蔵
庫
を
求
め
る
新
興
中
産
階
級
の
購
買
意
欲
の
お
か
げ
で
、
多
店
舗
化
に
成
功

し
た
。
一
三
〇
〇
店
に
掲
げ
ら
れ
た
赤
と
青
の
国
美
の
ロ
ゴ
は
、
一
般
家
庭
に
浸
透
し
一
大
ブ
ラ
ン
ド
に
な
っ
た
。
九
九
年
、
黄
光
裕
は

妹
婿
の
張
志
銘
氏
に
国
美
電
器
の
総
経
理
の
座
を
譲
り
、
総
資
産
五
〇
億
元
で
「
鵬
潤
投
資
有
限
公
司
」
を
設
立
す
る
。
不
動
産
や
金
融

事
業
に
も
進
出
し
、
国
美
電
器
、「
鵬
潤
房
地
産
」、「
鵬
泰
投
資
」
を
鵬
潤
投
資
有
限
公
司
の
傘
下
に
置
い
た
。

そ
の
後
、
鵬
潤
投
資
有
限
公
司
は
、
一
・
三
五
億
香
港
ド
ル
で
香
港
に
上
場
す
る
「
京
動
自
動
化
集
団
有
限
公
司
」
の
株
式
七
四
・
五
％

を
買
収
。
鵬
潤
房
地
産
の
一
部
資
産
を
上
場
企
業
に
投
資
し
、「
中
国
鵬
潤
集
団
」
と
改
名
し
た
。
中
国
鵬
潤
は
〇
三
年
一
一
月
、
香
港

で
第
一
店
舗
目
を
開
設
。
海
外
市
場
開
拓
に
向
け
た
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
〇
四
年
六
月
、
香
港
の
メ
イ
ン
ボ
ー
ド
に
上
場
。
同
年
七

月
、
中
国
鵬
潤
は
国
美
電
器
の
株
式
六
五
％
を
八
八
億
元
で
取
得
。
九
月
、
国
美
電
器
の
資
産
注
入
に
伴
い
、
社
名
を
「
国
美
電
器
控
股

有
限
公
司
」
に
変
更
し
た

（
9
）

。

な
お
黄
会
長
は
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
現
在
、
同
グ
ル
ー
プ
株
の
三
四
％
を
所
有
し
、
個
人
資
産
は
六
三
億
米
ド
ル
（
約
六
一
七
四
億
円
）、

中
国
の
長
者
番
付
、
胡
潤
百
富
榜
で
過
去
五
年
間
三
度
も
第
一
位
を
占
め
二
〇
〇
八
年
も
ト
ッ
プ
だ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
く
二
〇
〇
八
年

米
『
フ
ォ
ー
ブ
ス
』
誌
（F

orbes

）
の
ア
ジ
ア
・
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
、
中
国
第
二
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
。
従
業
員
約
二
〇
万
人
、

中
国
の
二
八
〇
都
市
一
二
〇
〇
の
直
営
店
を
有
す
る
。
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ
ト
製
造
企
業
の
米
デ
ル
社
（D

ell Inc.

）

と
提
携
し
中
国
家
電
企
業
で
初
め
て
米
パ
ソ
コ
ン
を
販
売
し
た

（
10
）

。

五
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こ
の
よ
う
に
中
国
ト
ッ
プ
の
家
電
販
売
の
企
業
で
あ
る
が
、
家
電
会
社
と
い
っ
て
も
上
記
の
経
緯
と
組
織
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
グ
ル
ー

プ
企
業
で
あ
り
、
控
股
公
司
（
持
株
会
社
）
で
あ
る
国
美
電
器
控
股
公
司
の
実
態
は
不
動
産
部
門
と
投
資
部
門
の
子
会
社
を
有
す
る
中
国

鵬
潤
で
も
あ
る
。
持
株
会
社
は
ま
た
不
動
産
管
理
会
社
の
一
面
を
有
し
、
実
際
に
同
社
の
高
成
長
と
高
収
益
は
同
社
の
展
開
す
る
店
舗
不

動
産
に
出
店
す
る
家
電
メ
ー
カ
ー
、
同
販
売
会
社
か
ら
得
ら
れ
る
「
入
場
料
」
と
称
す
る
不
動
産
収
入
・
利
益
が
多
い
。

2
．
黄
光
裕
の
失
脚
の
意
味
│
事
件
か
ら
想
像
さ
れ
る
背
後
の
関
係
│

黄
が
失
脚
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
中
国
で
は
商
人
が
不
正
を
お
こ
な
う
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。
彼
の
罪
状
の
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
や
不
正
取
引
、
為
替
法
違
反
に
相
当
す
る
行
為
は
確
か
に
不
正
で
は
あ
る
。
ま
た
多
数
の
官
員
が
取
り
調
べ
を
受
け
た
。

理
由
は
収
賄
を
受
け
て
便
宜
を
は
か
っ
た
か
否
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
改
め
て
法
が
執
行
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
、
ま
た
な
ぜ
黄
な
の
か
。
イ
ン
タ
ネ
ッ
ト
の
多
く
の
網
友
（
ネ
ッ
ト
利
用
者
）
の
意

見
に
は
彼
に
同
情
的
な
意
見
も
多
い
。
も
っ
と
も
同
情
的
と
い
っ
て
も
黄
へ
の
同
情
に
仮
託
し
て
有
力
な
党
幹
部
の
子
弟
（
公
的
地
位
に

就
任
し
て
い
る
こ
と
も
多
い
）
や
高
級
官
僚
に
対
す
る
揶
揄
で
あ
る
と
い
え
る
。
同
じ
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
も
彼
ら
が
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
千
人
あ
ま
り
の
官
員
が
捜
査
、
取
り
調
べ
を
受
け
な
が
ら
逮
捕
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
四
人
な
の
も
問
題
で

あ
る
。

一
つ
の
答
え
は
黄
が
権
力
の
保
護
を
失
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
一
番
の
保
護
者
は
同
郷
の
党
公
安
部
部
長
助
理
（
大
臣
補
佐
相
当
）・

経
済
犯
罪
偵
査
局
局
長
の
鄭
少
東
で
あ
る
。
ま
た
鄭
を
つ
う
じ
て
黄
は
鄭
の
上
司
で
あ
る
広
東
省
政
治
協
商
会
議
主
席
・
陳
紹
基
と
関
係

を
結
ん
で
い
た
。
こ
う
し
て
黄
は
よ
り
大
き
い
保
護
の
傘
の
下
に
は
い
る
。
鄭
と
陳
は
国
家
の
事
実
上
の
最
高
重
要
権
力
機
構
で
あ
る
中

五
二
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国
共
産
党
中
央
政
治
局
常
務
委
員
・
中
央
政
法
委
員
会
書
記
（
国
家
の
事
実
上
の
司
法
・
検
察
と
警
察
行
政
の
最
高
責
任
者
）
の
周
永
康
の
直

属
部
下
で
あ
っ
た
。
ま
た
周
は
「
太
子
党
」
と
「
上
海
閥
」
の
総
帥
と
い
わ
れ
る
前
国
家
主
席
・
江
沢
民
の
妻
の
姪
の
夫
で
あ
る
。

以
上
の
人
的
関
係
か
ら
イ
ン
タ
ネ
ッ
ト
の
記
事
の
黄
事
件
に
つ
い
て
の
一
つ
の
有
力
な
解
釈
は
胡
錦
濤
お
よ
び
共
産
党
青
年
団
（「
共

青
団
」）
派
と
太
子
党
と
の
「
闘
争
」（
権
力
争
い
）
な
い
し
代
理
戦
争
だ
と
す
る
意
見
で
あ
る
。
そ
し
て
黄
は
胡
錦
濤
派
と
太
子
党
派
の
代

理
戦
争
の
生
贄
に
な
っ
た
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
推
理
は
決
し
て
荒
唐
無
稽
と
は
い
え
な
い
の
は
同
様
な
事
例
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

例
え
ば
最
近
で
は
一
度
な
ら
ず
胡
錦
濤
派
の
有
力
者
が
メ
デ
ィ
ア
を
つ
う
じ
て
不
正
疑
惑
を
リ
ー
ク
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

二
〇
〇
九
年
同
派
の
ト
ッ
プ
と
い
え
る
李
克
強
・
政
治
局
常
務
委
員
（
副
首
相
）
に
ハ
ル
ピ
ン
（
哈
尔
滨
）
市
党
書
記
か
ら
の
収
賄
疑
惑
あ

り
と
す
る
報
道
や
胡
錦
濤
総
書
記
長
男
の
胡
海
鵬
・「
威
視
集
団
」
総
経
理
に
ナ
ミ
ビ
ア
で
の
汚
職
疑
惑
あ
り
と
す
る
報
道
が
あ
っ
た
。

ま
た
二
〇
一
一
年
春
、
大
学
内
で
の
ひ
き
逃
げ
事
故
の
加
害
者
が
権
力
を
使
っ
て
捜
査
を
逃
れ
た
事
件
で
は
加
害
者
が
李
克
強
の
遠
戚
で

あ
る
こ
と
が
頻
繁
に
報
道
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
上
海
閥
の
李
長
春
が
中
国
共
産
党
中
央
政
治
局
常
務
委
員
会
委
員
と
し
て
「
意
識
形
態
」

（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
の
担
当
責
任
者
で
あ
り
メ
デ
ィ
ア
の
監
督
は
そ
の
最
重
要
の
任
務
で
あ
る
。

そ
し
て
黄
事
件
の
引
き
金
と
考
え
ら
れ
る
の
は
胡
国
家
主
席
の
出
身
母
体
で
あ
り
そ
の
影
響
力
の
強
い
胡
主
席
直
系
の
共
青
団
派
の
二

人
、
ま
ず
汪
洋
が
二
〇
〇
七
年
に
広
東
省
ト
ッ
プ
同
省
党
委
書
記
（
党
中
央
政
治
局
員
）
に
就
任
し
、
ま
た
劉
玉
浦
が
深
セ
ン
市
ト
ッ
プ
の

党
委
書
記
の
地
位
に
就
任
し
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
と
地
元
出
身
幹
部
と
の
確
執
が
起
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
汪
書
記
と
太
子
党

の
博
熙
来
・
重
慶
市
党
委
書
記
（
当
時
）
が
共
産
党
中
央
委
員
会
政
治
局
入
り
を
視
野
に
出
世
競
争
を
し
て
い
る
こ
と
が
相
次
ぐ
摘
発
と

絡
ん
で
い
る
と
の
見
方
が
あ
る
。
手
柄
を
あ
げ
将
来
、
政
権
を
担
当
す
る
た
め
の
競
争
で
あ
る
が
、
標
的
と
な
る
の
は
対
立
す
る
派
の
少

五
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壮
官
僚
な
い
し
中
級
官
僚
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
う
が
っ
た
見
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国
一
般
庶
民
の
意
見
を
代
弁
す
る
と
も
い
え
る
民
間
の
商
業
新
聞
の
記
事

の
な
か
に
も
多
く
見
ら
れ
る
見
解
で
あ
る
。
例
え
ば
『
中
国
瞭
望
』
の
記
事
「
鄭
少
東
判
死
緩
背
后
是
胡
錦
濤
打
撃
周
永
康
」（
鄭
少
東
の

執
行
猶
予
付
き
死
刑
判
決
の
背
景
は
胡
錦
濤
の
周
永
康
へ
の
攻
撃
で
あ
る
と
い
う
意
味

（
11
）

）。

こ
の
よ
う
な
見
方
が
多
い
の
は
中
国
人
に
と
っ
て
後
述
の
「
関
係
」（guanxi

）
な
い
し
関
係
網
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
こ
そ
が
社
会
生
活
上

の
土
台
に
な
る
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
時
と
し
て
法
に
優
先
す
る
こ
と
も
あ
る
社
会
生
活
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
関
係
が
前

述
の
共
青
団
派
や
太
子
党
と
い
っ
た
「
党
」
や
「
派
」
形
成
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
視
点
か
ら
事
件
の
背
後
を
解

釈
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
一
般
的
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
視
点
の
み
か
ら
上
述
の
問
題
に
つ
い
て
真
実
を
す

べ
て
把
握
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
権
力
の
土
台
と
も
い
え
る
関
係
網
、
権
力
を
め
ぐ
る
争
い
、
そ
し
て
政
局
が
時
と
し
て
党
と
司
法
・
警
察
権
力
に
よ

る
法
の
執
行
を
現
実
の
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
企
業
家
の
財
産
や
企
業
家
生
命
に
は
か
り
し
れ
な
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う

こ
と
が
い
え
る
事
例
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

3
．
政
治
権
力
と
企
業
経
営
の
悪
し
き
伝
統

黄
事
件
を
つ
う
じ
て
想
起
さ
れ
る
の
は
新
中
国
成
立
以
前
の
悪
し
き
官
民
（
商
）
関
係
の
伝
統
、
悪
し
き
商
業
文
化
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
新
中
国
成
立
ま
で
の
約
一
〇
〇
年
間
に
限
っ
て
も
、
多
様
性
を
内
包
す
る
時
代
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
清
末
の

「
紅
頂
商
人
」
や
「
買
弁
」
の
商
業
活
動
の
あ
り
か
た
や
そ
の
権
力
寄
生
的
商
業
文
化
が
旧
社
会
の
悪
し
き
官
民
関
係
、
商
業
文
化
の
代

五
二
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表
と
さ
れ
る
一
方
で
、
愛
国
的
な
民
族
企
業
家
の
下
で
健
全
な
商
業
文
化
が
形
成
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
多
様

な
社
会
経
済
的
諸
条
件
の
相
違
が
そ
の
基
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ん
や
清
末
と
現
代
の
社
会
的
経
済
的
条
件
が
同
じ
で

な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
改
革
開
放
後
も
そ
の
初
期
と
国
有
企
業
の
民
営
化
が
進
展
し
た
一
九
九
八
年
以
降
と
で
は
条
件
は

こ
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
今
日
の
民
間
企
業
家
や
「
赤
い
商
人
」
と
清
末
の
「
紅
頂
商
人
」
と
の
間
に
類
似
性
が
認
め
ら
れ
て
も
そ
の
発

生
の
経
済
的
条
件
が
異
な
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
類
似
性
の
所
以
は
主
に
官
（
権
力
）
と
民
（
商
）
の
関
係
の
あ
り

か
た
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
清
末
と
今
日
と
の
間
に
歴
史
を
貫
い
て
官
と
商
の
間
に
存
在
し
て
い
る
共
通
性
は
、
前
者
と
後
者
の
癒
着
、
後

者
の
前
者
へ
の
従
属
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（「
紅
頂
商
人
」
資
本
主
義
の
出
現
）

清
末
か
ら
今
日
ま
で
、
な
か
で
も
清
末
の
「
紅
頂
商
人
」
や
「
買
弁
」
の
商
業
活
動
の
あ
り
か
た
や
そ
の
商
業
文
化
は
、
そ
の
後
の
新

中
国
成
立
ま
で
、
中
国
の
半
植
民
地
時
代
を
つ
う
じ
て
貫
か
れ
て
い
る
官
（
権
力
）
と
商
の
関
係
と
し
て
代
表
さ
れ
る
表
徴
的
関
係
で
あ

り
商
業
文
化
で
あ
る
。

清
末
の
大
物
官
僚
・
李
鴻
章
や
「
紅
頂
商
人
」
と
い
わ
れ
た
胡
雪
岩
、
盛
宣
懐
の
領
導
す
る
旧
社
会
の
事
業
の
経
営
は
、
官
僚
の
み
な

ら
ず
商
人
が
官
位
と
権
限
そ
し
て
資
本
を
政
府
か
ら
与
え
ら
れ
事
業
を
独
占
す
る
一
方
で
、
不
透
明
な
経
営
を
つ
う
じ
て
政
府
高
官
と
官

僚
資
本
家
や
紅
頂
商
人
が
私
腹
を
肥
や
す
利
益
共
同
体
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
人
民
民
主
主
義
国
家
の
成
立
後
、
旧
中
国
独
特
の
貿
易
商
の

代
名
詞
と
も
い
わ
れ
た
清
末
以
来
の
「
買
弁
」
や
そ
れ
と
癒
着
し
私
利
を
貪
る
官
僚
資
本
な
い
し
官
僚
経
営
は
一
掃
さ
れ
た
。

五
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と
こ
ろ
が
現
在
で
は
古
典
的
な
紅
頂
商
人
に
か
わ
り
元
共
産
党
高
級
幹
部
お
よ
び
そ
の
子
弟
や
現
職
同
党
幹
部
な
ど
の
「
赤
い
商
人
」

と
も
い
う
べ
き
企
業
家
が
同
じ
く
紅
頂
商
人
と
呼
ば
れ
、
多
く
の
企
業
の
経
営
を
担
当
し
権
力
と
共
同
し
癒
着
し
た
経
営
を
遂
行
し
て
い

る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
中
国
経
済
に
お
け
る
外
国
企
業
の
役
割
が
増
大
す
る
の
に
伴
い
外
国
企
業
と
の
交
易
を
つ
う
じ
て
不
正
に
私
腹
を

こ
や
す
公
私
の
企
業
経
営
者
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
も
歴
史
と
重
な
る
新
し
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
中
国
で
今
ま
た
官
僚
経
営
や
買
弁
的
経

営
が
復
活
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

そ
し
て
党
組
織
の
存
在
す
る
企
業
で
は
司
法
や
行
政
組
織
の
単
位
で
党
内
地
位
の
昇
進
が
ほ
ぼ
役
職
上
の
地
位
と
並
行
す
る
の
と
同
様

に
、
経
営
者
の
職
位
に
あ
る
者
は
単
位
で
あ
る
企
業
の
共
産
党
の
幹
部
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
共
産
党
と
権
力
そ
し
て
企
業
単
位
、
経
営
者
と
が
密
接
な
関
係
を
形
成
し
て
い
る
な
か
で
、
共
産
党
幹
部
で
も
な
け
れ
ば

そ
の
子
弟
で
も
な
い
、
ま
た
党
員
で
も
な
い
一
般
の
私
人
や
大
企
業
の
経
営
者
も
事
業
上
成
功
す
る
た
め
に
は
、
権
力
と
む
す
び
つ
か
な

け
れ
ば
成
功
へ
の
途
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
旧
社
会
に
お
い
て
官
と
商
の
間
に
み
ら
れ
た
関
係
と
同
様
で
あ
る
が
、
現
在
は
主
役
と
脇
役

を
替
え
て
経
営
者
が
賄
賂
を
贈
り
権
力
・
役
人
の
庇
護
を
受
け
る
関
係
、
新
し
い
紅
頂
商
人
と
権
力
と
の
関
係
が
形
成
さ
れ
た
と
い
え
よ

う
。（

経
営
環
境
と
し
て
の
政
治
権
力
の
圧
倒
的
な
力
）

前
項
Ⅱ
2
．「
黄
光
裕
の
失
脚
の
意
味
」
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
権
力
に
よ
る
法
の
執
行
に
つ
い
て
そ
の
公
正
性
に
疑
問
が
も
た
れ
た
。

ま
た
権
力
集
団
が
対
立
し
つ
つ
と
も
に
権
力
を
利
用
し
事
件
を
利
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
も
権
力
の
行
使
も
大
幅

な
裁
量
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
の
運
用
が
恣
意
的
で
あ
り
権
力
闘
争
の
た
め
に
政
治
的
に
権
力
装
置
が
行
使
さ

五
二
九
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れ
れ
ば
社
会
と
経
済
の
正
常
な
発
展
と
公
正
な
経
営
が
望
む
べ
く
は
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
こ
う
し
た
環
境
の
な
か
で
生
き
て
い
る
経

営
者
に
と
っ
て
事
件
は
他
人
事
で
は
な
い
。
自
分
も
標
的
に
な
る
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
経
営
者
に
と
っ
て
は
安

心
し
て
事
業
が
遂
行
で
き
る
環
境
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
特
定
の
政
治
権
力
が
圧
倒
的
な
力
を
有
す
る
の
は
そ
の
政
治
権
力
が
司
法
、
行
政
に
優
先
す
る
権
力
を
有
し
、
権
力
を

使
っ
て
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
所
に
力
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
中
国
人
民
主
活
動

家
・
劉
暁
波
が
獄
中
で
受
賞
し
た
が
二
〇
一
二
年
六
月
一
日
現
在
い
ま
だ
釈
放
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
多
く
の
学
校
施
設
が
倒
壊
し
た
四

川
大
地
震
後
、
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
官
民
癒
着
の
手
抜
き
工
事
に
よ
る
と
し
て
批
判
し
た
艾
未
来
（
ア
イ
ウ
ェ
イ
ウ
ェ
イ
）
氏
も

脱
税
を
理
由
に
拘
置
さ
れ
た
（
約
三
か
月
後
釈
放
さ
れ
た
が
二
〇
一
二
年
四
月
現
在
、
当
局
に
よ
る
監
視
下
で
軟
禁
状
態
）。
彼
は
二
〇
〇
八
年
北

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
メ
イ
ン
会
場
を
共
同
設
計
し
た
建
築
家
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
多
数
の
活
動
家
が
拘
留
さ
れ
て
い
る
が
彼
ら
の
拘
留

理
由
も
不
透
明
で
あ
り
明
ら
か
に
人
権
侵
害
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
事
実
は
中
国
国
内
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
事
実
が
報
道
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
が
統
制
、
検
閲
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る

（
12
）

。
中
国
に
お
け
る
政
府
に
よ
る
検
閲
の
厳
し
さ
と
そ
の
た
め
に
駆
使
さ
れ

て
い
る
高
い
Ｉ
Ｔ
技
術
は
二
〇
一
〇
年
、
グ
ー
グ
ル
社
が
中
国
で
の
事
業
を
撤
退
し
た
事
件
か
ら
も
想
起
さ
れ
る
。
撤
退
理
由
は
中
国
当

局
の
検
閲
と
サ
ー
バ
ー
へ
の
不
正
な
侵
入
そ
し
て
個
人
の
通
信
の
傍
受
を
許
容
で
き
な
い
と
す
る
理
由
で
あ
っ
た
。

ま
た
中
国
の
刑
事
罰
の
厳
し
さ
は
特
別
で
あ
る
。
既
述
の
事
件
の
よ
う
な
汚
職
や
商
業
贈
賄
罪
な
ど
に
対
す
る
刑
罰
は
厳
し
い
が
こ
れ

も
権
力
が
民
意
を
操
縦
し
そ
の
支
持
を
得
る
た
め
の
統
治
政
策
で
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
た
だ
表
面
的
な
厳
し
さ
と
は
裏
腹
に
政
府

高
官
の
場
合
は
刑
罰
が
必
ず
し
も
厳
し
く
執
行
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

五
三
〇
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Ⅲ
．
中
国
企
業
家
の
拝
金
主
義
傾
向
と
不
安
│
中
国
企
業
家
の
正
当
性
の
喪
失
と
不
安
│　

中
国
政
治
権
力
の
圧
倒
的
な
力
と
中
国
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
は
表
裏
の
関
係
で
あ
る
。
貪
欲
な
ま
で
の
富
の
追
求
は
強
力
な
権
力
へ

の
依
存
を
強
め
る
一
方
、
権
力
と
の
癒
着
は
権
力
へ
の
従
属
と
腐
敗
を
深
め
事
業
経
営
の
社
会
的
正
当
性
を
後
退
さ
せ
る
。

1
．
拝
金
主
義
の
横
行

中
国
の
資
本
主
義
は
、
米
国
の
一
九
世
紀
の
「
泥
棒
男
爵
」
の
時
代
、
あ
る
い
は
ソ
連
邦
が
解
体
し
た
後
の
ロ
シ
ア
の
混
乱
し
た
資
本

主
義
と
似
た
と
こ
ろ
の
方
が
多
い
。
そ
れ
は
と
も
に
無
法
が
ま
か
り
と
お
り
弱
肉
強
食
の
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
共
産
党
が
権
力

を
喪
失
し
た
ソ
連
・
ロ
シ
ア
や
一
九
世
紀
の
米
国
と
は
異
な
り
党
が
巨
大
な
国
家
権
力
を
維
持
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
中
国
の
特
色
で

あ
る
。

社
会
主
義
時
代
の
思
想
文
化
の
影
響
で
文
革
収
束
後
も
し
ば
ら
く
は
、
富
を
築
い
た
者
を
白
い
目
で
見
る
気
風
が
あ
っ
た
。
ま
も
な
く

改
革
開
放
が
進
行
し
た
後
、
国
有
財
産
が
旧
経
営
者
や
官
僚
に
不
正
に
分
配
さ
れ
、
強
奪
さ
れ
て
い
く
世
界
が
出
現
し
た
。
不
正
に
利
得

し
た
者
が
罰
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
不
正
を
働
く
者
は
な
く
な
ら
な
い
し
不
正
を
働
か
な
い
者
は
駆
逐
さ
れ
る
。
ま
た
官
僚
と
癒
着
し
た
に
わ

か
成
金
が
登
場
し
拝
金
主
義
が
跋
扈
す
る
。
特
に
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
の
民
主
化
運
動
の
失
敗
は
飽
く
な
き
利
益
追
求
を
進
め
る

官
僚
に
安
心
感
を
与
え
た
と
も
い
え
る
。
事
件
後
、
急
速
な
成
長
は
一
端
減
速
し
た
が
、
鄧
小
平
の
「
南
巡
講
和
」
に
よ
り
ま
た
回
復
し

成
長
の
た
め
に
手
段
を
択
ば
な
い
手
法
が
合
理
化
さ
れ
拝
金
主
義
が
助
長
さ
れ
た
。

黄
光
裕
と
国
美
電
器
の
成
功
は
ま
さ
に
中
国
の
九
〇
年
代
の
高
度
成
長
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
大
な
り
小
な
り
黄
と
同
様
な
成
金
企

業
家
が
跋
扈
し
た
。
そ
れ
で
も
改
め
て
国
美
の
創
業
者
・
黄
は
な
ぜ
失
脚
し
た
の
か
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
も
ち
ろ
ん
私
有
財
産
を
否
定

五
三
一
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す
る
共
産
主
義
が
復
活
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
法
が
公
正
に
執
行
さ
れ
た
結
果
と
も
い
え
な
い
。
無
法
と
も
い
え
る
資
本
主
義
社
会
が
出

現
す
る
と
同
時
に
、
強
力
で
あ
り
か
つ
法
を
恣
意
的
に
執
行
す
る
官
僚
権
力
が
跋
扈
し
て
い
る
な
か
で
起
こ
る
べ
く
し
て
起
き
た
事
件
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
官
僚
と
癒
着
し
て
甘
い
汁
を
吸
う
こ
と
も
で
き
れ
ば
官
僚
の
怒
り
を
買
っ
て
失
脚
す
る
こ
と
も
あ
る
。
官
僚
間
の

ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
の
生
贄
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
黄
の
失
脚
は
保
護
者
を
失
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
？
ま
た
生
贄

に
さ
れ
た
た
め
だ
ろ
う
か
？
あ
る
い
は
誰
か
有
力
者
を
怒
ら
せ
た
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
本
当
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
拝
金
主
義
の
横
行
と
企
業
家
の
犯
罪
か
ら
中
国
社
会
主
義
市
場
経
済
の
闇
の
部
分
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。

2
．
経
営
環
境
と
し
て
の
権
力
、「
関
係
網
」
へ
の
投
資
の
必
要　

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
つ
う
じ
た
官
員
へ
の
利
益
供
与
は
市
場
化
し
た
官
僚
社
会
主
義
と
そ
の
バ
ブ
ル
化
を
象
徴
す
る
不
正
取
引
で
あ

る
と
い
え
る
。
利
益
供
与
の
こ
う
し
た
新
手
法
を
含
め
黄
の
各
種
手
段
に
よ
る
贈
賄
は
関
係
網
を
構
築
し
維
持
す
る
た
め
の
投
資
で
あ
っ

た
と
い
え
る

（
13
）

。

ジ
ャ
ン
グ
ル
の
ル
ー
ル
が
ま
か
り
と
お
り
、
ま
た
官
僚
が
絶
大
な
権
力
を
有
す
る
市
場
社
会
主
義
の
中
国
で
は
企
業
経
営
者
に
必
要
な

の
は
公
正
か
否
か
を
問
わ
ず
ま
ず
権
力
者
と
関
係
を
結
び
そ
の
保
護
の
傘
に
入
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
生
存
の
第
一
条
件
で
あ
る
。
そ

の
た
め
企
業
家
に
と
っ
て
関
係
網
の
形
成
は
重
要
な
投
資
で
あ
り
、
関
係
網
こ
そ
が
公
安
や
許
認
可
権
を
有
す
る
行
政
権
力
か
ら
身
を
守

り
便
宜
を
得
る
た
め
の
安
全
網
と
な
る
。
こ
の
視
点
か
ら
黄
が
獄
門
に
下
っ
た
背
景
を
分
析
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。す

な
わ
ち
黄
の
各
種
手
段
に
よ
る
贈
賄
は
関
係
網
を
構
築
・
維
持
す
る
た
め
、
大
中
小
の
権
力
者
へ
接
近
し
便
宜
を
得
る
重
要
な
投
資

五
三
二
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で
あ
る
が
、
黄
に
か
ぎ
ら
ず
全
国
の
大
中
小
の
商
人
、
企
業
家
が
大
中
小
の
地
方
・
中
央
の
政
治
権
力
者
に
対
し
事
業
上
の
便
宜
を
得
る

た
め
に
関
係
網
投
資
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
が
企
業
家
に
と
っ
て
市
場
で
生
存
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
り
中
国
の
経
営
社

会
の
現
実
で
あ
り
、
か
つ
中
国
の
腐
敗
経
営
文
化
の
重
い
十
字
架
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
共
産
党
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
伝
統
商
業
文
化
で
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
改
革
開
放
後
、
党
に
よ
っ
て
全
国
に
拡
大
強
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

し
た
が
っ
て
黄
の
場
合
、
関
係
網
が
広
東
閥
の
範
囲
を
越
え
な
か
っ
た
こ
と
、
最
高
権
力
者
の
関
係
網
に
入
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の

庇
護
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
失
脚
の
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

3
．
企
業
家
の
正
当
性
の
喪
失
、
原
罪
と
不
安

改
革
開
放
後
、
特
に
鄧
小
平
の
「
南
巡
講
話
」
後
の
拝
金
主
義
の
横
行
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
に
進
め
ら
れ
た
蓄
財
が
多
く
富
豪
を
生
み

出
し
た
。
ま
た
国
有
企
業
の
民
営
化
を
つ
う
じ
て
多
く
の
企
業
幹
部
が
不
正
に
国
有
財
産
を
私
物
化
し
た
。
中
国
富
豪
の
成
功
物
語
の
裏

に
は
正
に
こ
う
し
た
原
罪
の
比
喩
が
該
当
す
る
よ
う
な
深
い
闇
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
貧
富
の
格
差
が
急
速
に
拡
大
し
た
た
め
に
多
く
の

者
が
企
業
家
の
蓄
財
の
正
当
性
を
疑
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
終
始
疑
惑
の
目
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は

富
豪
に
と
っ
て
精
神
的
不
安
の
一
因
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
共
産
主
義
的
観
念
が
風
化
し
経
済
的
価
値
の
追
求
が
正
当
性
を
認
め

ら
れ
る
と
と
も
に
不
正
の
観
念
も
相
対
化
し
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
う
し
た
問
題
は
中
国
社
会
の
階
層
間
の
富
の
格

差
拡
大
と
対
立
を
反
映
し
て
い
る
が
、
特
に
不
正
な
蓄
財
に
つ
い
て
は
公
平
な
社
会
を
形
成
す
る
う
え
で
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

厳
格
な
法
制
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ど
と
し
た
角
度
か
ら
多
く
の
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
代
表
的
な
文
献
名
の
み
を
参
照

文
献
と
し
て
紹
介
し
て
お
く

（
14
）

。
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と
こ
ろ
で
多
く
の
成
功
し
た
企
業
家
が
必
ず
し
も
安
心
し
て
事
業
を
遂
行
で
き
な
い
理
由
の
一
つ
は
比
喩
的
に
言
え
ば
企
業
家
の
過
去

に
犯
し
た
原
罪
と
彼
の
現
在
の
不
安
と
が
表
裏
の
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
原
罪
と
い
っ
て
も
中
国
経
営
論
壇
で
語
ら
れ
る
原
罪
の
意

味
は
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
の
概
念
と
同
じ
で
は
な
い
。
そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
最
広
義
に
は
過
去

に
犯
し
た
罪
を
指
す
と
い
え
る
。
罪
を
犯
し
た
が
故
に
富
を
得
た
の
と
裏
腹
に
心
の
平
安
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
空
白
を
満
た
す
た
め

に
金
の
亡
者
と
な
っ
て
罪
を
重
ね
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
多
く
の
成
功
者
が
い
る
。
す
べ
て
の
企
業
家
が
罪
を
犯
し
た
と

は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
不
安
を
感
じ
な
い
豪
気
な
者
も
い
よ
う
。
罪
を
重
ね
て
恥
じ
る
こ
と
な
い
者
も
多
い
。

反
対
に
必
ず
し
も
不
正
と
は
思
え
な
い
事
業
行
為
で
あ
り
な
が
ら
刑
事
罰
を
受
け
る
事
業
家
も
多
い
。
上
記
の
精
神
的
不
安
以
上
に
こ

れ
は
企
業
家
に
と
っ
て
現
実
的
な
不
安
要
因
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
所
有
権
の
法
制
度
が
未
だ
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
中
国
で

は
安
心
し
て
事
業
を
遂
行
で
き
な
い
経
営
環
境
で
あ
る
こ
と
が
企
業
家
の
不
安
で
あ
る
と
い
え
る
。

た
だ
一
言
で
不
正
や
原
罪
と
い
っ
て
も
、
改
革
開
放
後
か
ら
現
在
ま
で
の
三
〇
年
余
り
の
短
い
期
間
の
な
か
で
も
そ
の
内
容
は
一
様
で

は
な
い
。
有
罪
と
さ
れ
た
り
不
正
と
疑
わ
れ
る
も
の
も
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
⑴
自
由
な

経
済
行
為
が
未
だ
十
分
に
社
会
的
に
も
法
的
に
も
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
、
懸
命
に
努
力
を
重
ね
事
業
機
会
を
つ
か
み
成
功
し
蓄

財
を
し
た
私
人
の
蓄
財
と
、
⑵
国
有
資
産
を
事
実
上
不
正
に
簒
奪
し
て
蓄
財
し
た
も
の
、
な
か
で
も
九
二
年
以
降
の
国
有
企
業
改
革
の
な

か
で
進
め
ら
れ
た
、
い
わ
ば
上
か
ら
の
私
有
化
の
際
に
誕
生
し
た
企
業
家
の
不
正
な
蓄
財
と
は
、
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
⑶

九
八
年
以
降
の
「
産
権
改
革
」（
所
有
権
改
革
）
の
な
か
で
民
間
企
業
家
が
企
業
の
成
長
過
程
で
名
目
的
に
国
有
企
業
の
形
で
成
長
し
、
そ

の
後
所
有
権
の
処
理
が
不
明
確
で
あ
っ
た
た
め
に
名
義
人
の
政
府
と
ト
ラ
ブ
ル
を
生
じ
企
業
家
が
有
罪
と
さ
れ
た
事
件
も
多
い
。

こ
れ
ら
は
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
後
の
⑵
と
⑶
の
い
ず
れ
に
し
て
も
共
通
な
の
は
権
力
と
密
接
な
関
係
を
も
た
な
け

五
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れ
ば
蓄
積
を
重
ね
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
一
般
の
私
人
が
事
業
機
会
を
つ
か
も
う
と
す
れ
ば
官
僚
の
権
力
に

服
従
追
随
し
権
力
と
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
、
ま
た
時
と
し
て
不
法
な
行
為
で
富
を
追
求
し
蓄
積
す
る
こ
と
が
他
の
企
業
家
に
先
行
し
事

業
に
成
功
す
る
途
で
あ
り
、
そ
の
果
実
を
食
す
る
こ
と
で
原
罪
を
犯
し
重
ね
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
権
力
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
処
理
で
き
な

け
れ
ば
刑
事
罰
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
の
も
現
実
で
あ
る
。

そ
れ
は
改
革
開
放
後
も
共
産
党
独
裁
の
政
治
制
度
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
＝
市
場
経
済
が
持
ち
込
ま
れ
た
た
め

で
あ
る
。
ま
っ
た
く
新
し
い
市
場
経
済
と
い
う
条
件
の
中
で
党
幹
部
と
官
僚
ら
に
よ
り
、
行
政
権
限
を
有
す
る
官
僚
自
身
や
高
級
官
僚
の

縁
者
か
ら
経
済
発
展
の
成
果
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
実
が
あ
る
。
莫
大
な
富
を
蓄
積
し
た
富
豪
、
成
功
し
て
い
る
企
業
家
の
多

く
が
党
幹
部
や
高
級
官
僚
の
親
族
や
縁
者
な
の
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。
官
僚
が
親
類
、
縁
者
の
利
益
の
た
め
に
働
く
の
は
、
家
族
主
義
の

強
力
な
中
国
で
は
当
た
り
前
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
中
国
独
特
の
特
徴
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
15
）

。

ま
た
主
に
上
述
⑶
の
九
〇
年
代
末
以
降
の
産
権
改
革
の
進
展
で
国
有
企
業
の
所
有
権
改
革
が
進
め
ら
れ
上
か
ら
の
私
有
化
で
多
く
の
民

間
企
業
が
誕
生
し
成
長
し
た
。
た
だ
後
日
、
企
業
家
の
な
か
で
企
業
の
所
有
権
と
個
人
財
産
を
没
収
さ
れ
獄
門
に
下
っ
た
者
も
多
い
。
所

有
権
改
革
で
不
透
明
な
所
有
権
処
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
も
遠
因
で
あ
る
が
、
政
治
権
力
が
企
業
に
対
し
権
力
を
行
使
し
よ
う
と
す
る

伝
統
的
な
思
想
が
依
然
と
し
て
貫
か
れ
て
い
る
た
め
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
政
府
・
権
力
と
企
業
・
企
業
家
の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生

し
警
察
・
司
法
権
力
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
企
業
家
が
敗
北
す
る
の
が
一
般
的
で
私
有
権
が
充
分
に
守
ら
れ
な
い
事
例
が
発
生
し
て
い
る
。

本
稿
で
考
察
し
た
黄
光
裕
以
外
で
も
多
く
の
著
名
企
業
家
が
最
近
数
年
の
間
に
多
数
、
拘
留
さ
れ
立
件
さ
れ
て
有
罪
と
な
っ
た
。
氏
名
、

会
社
名
・
地
位
、
業
界
、
主
要
経
歴
・
地
位
、
拘
留
逮
捕
年
、
そ
し
て
罪
状
ほ
か
を
以
下
列
記
す
る
。

五
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・
李
経
緯　

　

健
力
宝
总
裁　

　

有
名
飲
料　

　

第
九
次
全
国
人
民
代
表
大
会
代
表　

　

二
〇
〇
二
年　

汚
職

・
仰
融　

　
　

华
晨
董
事
長　

　

自
動
車　

　

経
済
学
博
士　

　

二
〇
〇
一
年
長
者
番
付
三
位　

二
〇
〇
二
年　

横
領　

米
へ
逃
亡
。
米

国
居
住
権
所
有
。
米
国
で
遼
寧
省
政
府
提
訴
。

・
許
荣
华
荣
华　

　

牧
羊
集
团
副
总
裁　

　

食
糧　

　

二
〇
〇
八
年　

商
標
権
侵
害　

後
無
罪
釈
放

・
張
克
強　

　

华
美
集
团
总
团
总
裁　

　

開
発　

　

第
九
次
全
国
人
民
代
表
大
会
代
表　

　

二
〇
一
一
年　

経
済
诈
骗
诈
骗
（
詐
欺
）

・
龚
家
龙　

　

天
发
集
团
总
团
总
裁　

　

石
油　

　

民
営
石
油
最
大
手　

業
界
代
表　

　

二
〇
〇
八
年　

資
金
流
用　

後
無
罪
釈
放

・
李
太
纯　

　

太
子
奶
集
团
董
事
長　

　

乳
業　

　

民
営
乳
業
最
大
手　

　

二
〇
一
〇
年　

大
衆
資
金
不
法
流
用
罪　

後
無
罪
釈
放

こ
れ
ら
の
多
く
は
少
な
か
ら
ず
紅
頂
商
人
と
も
い
え
る
背
景
を
有
す
る
企
業
家
で
あ
り
、
権
力
と
の
関
係
が
良
好
な
と
き
も
あ
っ
た
。

し
か
し
政
府
と
の
ト
ラ
ブ
ル
で
刑
事
罰
を
受
け
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
権
力
と
密
接
な
関
係
を
も
た
な
け
れ
ば
蓄
積

を
重
ね
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
私
有
財
産
の
維
持
が
困
難
な
こ
と
、
長
者
と
な
っ
た
後
も
権
力
か
ら
不
当
と
も
思
え
る
懲
罰
を
受
け

る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
上
記
事
例
が
端
的
に
証
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
件
か
ら
民
間
の
企
業
家
は
権
力
の
恐
ろ
し
さ
を
身
を
も
っ
て

感
じ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
環
境
が
多
く
の
企
業
家
に
外
国
の
居
住
権
を
取
得
さ
せ
、
い
つ
で
も
逃
亡
で
き
る
よ
う
に
備
え
さ
せ

る
理
由
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

五
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む
す
び
に
か
え
て

西
欧
の
理
論
で
は
市
場
資
本
主
義
の
発
達
に
よ
っ
て
中
国
が
よ
り
開
か
れ
た
社
会
に
な
れ
ば
中
国
社
会
伝
統
の
関
係
文
化
、
関
係
網
が

消
滅
す
る
と
す
る
見
解
が
多
い

（
16
）

。

し
か
し
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
中
国
の
経
営
と
社
会
に
お
い
て
経
営
と
政
治
権
力
の
両
者
は
融
合
癒
着
し
て
い
る
。
黄
事
件
は
中
国

の
経
営
と
権
力
の
悪
し
き
関
係
が
明
る
み
に
だ
さ
れ
た
事
例
で
あ
っ
た
が
そ
の
関
係
は
深
く
闇
に
覆
わ
れ
発
覚
さ
れ
た
事
実
は
氷
山
の
一

角
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。

中
国
の
経
営
と
権
力
の
関
係
は
、
後
者
が
前
者
に
と
っ
て
の
保
護
の
傘
で
あ
り
、
前
者
が
後
者
に
と
っ
て
の
金
の
卵
の
関
係
で
あ
る
。

た
だ
両
者
の
関
係
は
対
等
で
な
い
。
前
者
が
金
の
卵
を
生
む
鶏
で
あ
る
限
り
後
者
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
共
産
党
の

政
権
下
で
両
者
の
関
係
は
強
化
さ
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
り
、
ま
た
伝
統
的
な
家
族
関
係
に
支
え
ら
れ
て
次
世
代
に
継
承
さ
れ
る
方
向

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
国
が
西
欧
化
す
る
と
と
も
に
関
係
文
化
が
消
滅
す
る
と
す
る
の
は
余
り
に
短
絡
的
で
あ
る
。

な
お
中
国
は
投
資
先
、
貿
易
相
手
と
し
て
先
進
経
済
諸
国
の
な
か
で
ま
す
ま
す
重
み
増
し
て
い
る
。
そ
し
て
中
国
に
進
出
す
る
多
国
籍

企
業
が
ビ
ジ
ネ
ス
の
う
え
で
中
国
に
受
容
さ
れ
現
地
化
す
る
た
め
に
悪
し
き
中
国
伝
統
文
化
・
習
慣
に
追
随
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
実

で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
上
記
の
楽
観
論
は
中
国
商
業
文
化
の
悪
し
き
伝
統
を
無
視
し
た
議
論
と
い
え
よ
う
。
欧
米
企
業
に
よ
る
中
国
官

員
へ
の
贈
賄
の
多
発
が
そ
う
し
た
議
論
の
空
し
さ
を
証
明
し
て
い
る
。
改
革
開
放
後
の
経
済
の
発
展
の
な
か
で
外
国
企
業
が
権
力
と
の
関

係
の
一
層
の
癒
着
を
進
め
、
経
営
の
腐
敗
そ
し
て
中
国
の
伝
統
的
な
商
業
文
化
の
悪
し
き
習
慣
を
補
強
し
増
殖
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
て
い

る
の
が
現
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
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（
1
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「
二
〇
一
一
胡
潤
百
富
榜
」『
財
経
頻
道
』
新
浪
網　

http://fi nance.sina.com
.cn/focus/2011hurun　

2012.05.21
；

http://fi nance.sina.com
.cn/focus/2008hurunbaifu/?　

2012.05.21
（
2
） 
「
胡
润
百
富
榜
前
一
〇
半
数
涉
房
地
产　
许
家
印
成
地
产
大
王
」『
中
国
新
聞
網
』　

http://fi nance.sina.com
.cn/g/20110907/145510447582.shtm

l　

2012.05.21

（
3
） 

「
二
〇
〇
八
胡
潤
百
富
」『
胡
潤
百
富
』　http://fi nance.sina.com

.cn/focus/2008hurunbaifu/　

2012.05.21

（
4
） 

「
胡
润
报
润
报
告
称
中
国
富
豪
最
青
睐
一
〇
个
品
牌
中
九
个
洋
货
」『
中
国
網
』

http://fi nance.sina.com
.cn/consum

e/cfsh/20120112/065611183212.shtm
l　

2012.05.21　

（
5
） 

「
中
国
富
豪
〝
为
安
全
〞
希
望
移
民
国
外
（
一
张
图
张
图
）」『
博
讯
主
页
』

http://boxun.com
/forum

/201109/boxun2011/182980.shtm
l　

2012.05.21

（
6
） 

「
黄
光
裕
案
判
决 

再
考
国
美
」2010.05.18.

『
二
一
世
纪
经
济
报

纪
经
济
报
道
』

http://fi nance.ifeng.com
/new

s/special/hgybdc/20100518/2204117.shtm
l　

2011.07.28

（
7
） 

「
黄
光
裕
案
真
相
：
黄
光
裕
透
风
相
怀
珠
助
其
捞
钱
捞
钱　
郑
少
东
曾
助
黄
妻
出
逃
」2010.05.18.

『
刑
事
弁
護
』

http://china.fi ndlaw
.cn/bianhu/hot/huangguangyu/20100518/9925.htm

l 2011.07.21　

C
annot fi nd now

, so see http://w
w
w
.luckup.net/show

.aspx?id=134637&
cid=22　

2012.05.31

（
8
） 

「
国
美
黄
光
裕
与
他
的
汕
头
老
家
」2009.11.11.

『
三
联
生
活
周
刊
』

http://w
w
w
.techw

eb.com
.cn/people/2009-11-11/466028.shtm

l 2011.07.28
；

「
国
美
电
器
创
始
人
黄
光
裕
的
创
业
创
业
故
事
」『
網
路
』2011.02.01

http://w
w
w
.xuanyue5.com

/a/story/cyegs/2011/0201/443.htm
l；

「『
家
電
帝
国
』
の
神
話
を
創
造
〜
国
美
電
器
・
黄
光
裕
」

http://new
s.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2005&

d=0617&
f=colum

n_0617_001.shtm
l　

2009.12.01

（
9
） 

前
掲
「
国
美
黄
光
裕
与
他
的
汕
头
老
家
」2009.11.11.

『
三
联
生
活
周
刊
』

五
三
八



中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
（
簗
場
）

（
九
三
一
）

（
10
） 

「
二
〇
〇
八
年
胡
润
百
富
榜
明
天
发
布
黄
光
裕
再
成
中
国
首
富
」2008.10.06

『
证
券
频
道
』

http://stock.sohu.com
/20081006/n259875175.shtm

l　

2011.07.28
；
「
黄
光
裕
以
四
三
〇
亿
元
第
三
次
占
据
胡
润
百
富
榜
榜
首
」2008.10.06.

『
网
友
评
論
』

http://new
s.163.com

/08/1006/13/4N
IT

49M
M

0001124J.htm
l　

2011.07.28

（
11
） 

「
鄭
少
東
判
死
緩
背
后
是
胡
錦
濤
打
撃
周
永
康
（
筆
者
：「
執
行
猶
予
付
き
死
刑
判
決
の
背
景
に
胡
錦
濤
の
周
永
康
へ
の
攻
撃
」
の
意
味
）」

2010.08.26.

『
中
国
瞭
望
』http://w

w
w
.cenew

s.eu/?p=26730

、2011.07.28

（but cannot access now
. 

筆
者
：
後
日
ア
ク
セ
ス
し
て
も
既
に

記
事
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
内
容
が
政
治
的
な
批
判
を
含
む
場
合
に
多
い
）

（
12
） 

中
国
政
府
の
メ
デ
ィ
ア
と
メ
デ
ィ
ア
従
業
員
に
対
す
る
統
制
に
つ
い
て
は
何
清
漣
著
『
霧
鎖
中
国
：
中
國
大
陸
控
制
媒
体
策
略
大
掲
密
』
黎
明

文
化
事
業
、
二
〇
〇
六
年
五
月
、
参
照
。

（
13
） 

関
係
網
投
資
の
手
口
と
し
て
は
以
下
参
照
。
何
清
漣
著
『
現
代
化
的
陥
穽
』
今
日
中
国
出
版
社
、
一
九
九
八
、
坂
井
臣
之
助
・
中
川
友
訳
『
中

国
現
代
化
の
落
と
し
穴
』
草
思
社
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月；

C
heryl W

. G
ray &

 D
aniel K

aufm
ann, “C

orruption and D
evelopm

ent ”,　

F
in

an
ce an

d
 D

evelopm
en

t, M
arch 1988

；

簗
場
保
行
著
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
中
国
の
経
営
と
腐
敗
、
そ
し
て
外
資
企
業
の
リ
ス
ク
│
中
国
・

Ｎ
Ｚ
合
弁
企
業
・
三
鹿
集
団
粉
ミ
ル
ク
事
件
を
中
心
に
│
」『
政
経
研
究
』（
日
本
大
学
）
第
四
九
巻
第
一
号
、
二
〇
一
二
年
六
月
。

（
14
） 

劉
登
阁
編
著
『
原
罪
：
转
型
期
中
国
企
业
家
原
罪
的
反
思
及
救
赎
』
中
国
三
峡
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
七
月
、
参
照
。

（
15
） 

も
っ
と
も
早
く
官
僚
に
よ
る
不
正
な
蓄
財
を
剔
出
し
批
判
し
た
の
が
前
掲
・
何
清
漣
著
『
現
代
化
的
陥
穽
』
で
あ
る
。

（
16
） F

an, Y
. 

（2002a

） “Q
uestioning G

uanxi: D
efi nition, C

lassifi cation and Im
plications ”, In

tern
ation

al B
u

sin
ess R

eview
, 11:5, 

543-561; F
an, Y

. 

（2002b

） “G
uanxi ’s C

onsequences: P
ersonal G

ains at S
ocial C

osts ”, Jou
rn

al of B
u

sin
ess E

th
ics, 38:4, 369-378; 

F
an, Y

. 

（2007

）“G
uanxi, governm

ent and corporate reputation in C
hina: L

essons for international com
panies ”, M

arketin
g 

In
telligen

ce an
d

 P
lan

n
in

g, 25:5, 499-510. 

特
に
前
二
論
文
の
見
解
。 

五
三
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
三
二
）

参
照
文
献

・
呉
阿
侖
著
『
一
〇
五
億
伝
奇
：
黄
光
裕
和
他
的
国
美
帝
国
』
中
信
、
二
〇
〇
五
年
四
月

・
劉
鴻
雁
著
『
黄
光
裕
伝
奇
』
中
国
海
関
、
二
〇
〇
六
年
一
月

・
馬
寧
著
『
黄
光
裕
如
是
説
│

中
国
頂
級
Ｃ
Ｅ
Ｏ
的
商
道
智
慧
』
中
国
経
済
、
二
〇
〇
八
年
三
月

・
張
小
平
著
『
首
富
真
相
：
黄
光
裕
家
族
的
財
富
路
径
│

藍
獅
子
財
経
叢
書
』
浙
江
人
民
出
版
、
二
〇
〇
九
年
四
月

・
李
徳
林
等
著
『
黄
光
裕
真
相
：
欲
望
驅
逐
下
的
首
富
困
境
』
経
済
日
報
、
二
〇
〇
九
年
五
月

　

こ
の
う
ち
『
南
方
周
（
週
）
刊
』
記
者
の
李
徳
林
等
に
よ
る
も
の
が
事
件
の
全
貌
、
背
後
関
係
に
つ
い
て
最
も
詳
細
で
あ
る
。

五
四
〇


